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本書は、解体工事業者の登録について解説しています。 

建設業の解体工事業の許可(請負金額 500 万円以上)を受けようと 
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Ｉ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について  
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年法律第１０４号。

以下「建設リサイクル法」という。)は、循環型社会の形成を目指し、コンクリ

ートや木材など特定の建設資材について、分別解体及び再資源化を促進させる

とともに、解体工事業者の登録制度を実施することなどにより、資源の有効な利

用の確保と廃棄物の適正処理を図ることを目的としています。 

Ⅱ 解体工事業について                       

解体工事業とは、建設業のうち建築物(本体の床面積の減少するものを含む)
その他の工作物を除去するための解体工事を請け負う営業をいいます。対象と
なる工事の具体例は下表のとおりです。 

 

工 事の内容 種類 対象 建設工 事 登録 理由 

建築 物の全部解 体 解体 解体 必 要 
建築物の全部についてその機能を失 わせるため、届出

も登録も必要。 

建築 物の一部解 体 解体 解体 必 要 
建築物の一部についてその機能を失 わせるため、届出

も登録も必要。 

曳家 修繕・模様替等 修繕・模様替等 不要 

構造耐力上主要な部分である基礎から上屋を分離する

が、仮設によって支えられており、また曳家 をしている間

でも建築物として機能しているため、修繕・模様替等とし

て扱う。 

構 造 耐 力 上主要 な壁

の取壊し 
解体 

床面積が算定

できない場合に

は対象外 

不要 

壁 は構 造 耐 力 上 主 要 な部 分 に当 たるが、壁 の床 面

積が算定できない場合 にはこれをゼロとしてもよい。

この場合 には対象建 設工事 とならないため届出は不

要 。また、壁のみの取り壊しで建築 物の除却を目的 と

するものでなければ、登録も不要。 

設 備 工 事 の 附 帯 工

事 として壁 にスリーブ

を抜く工事 

解体 

床面積が算定

できない場合に

は対象外 

不要 

壁 は構 造 耐 力 上 主 要 な部 分 に当 たるが、壁 の床 面

積が算定できない場合 にはこれをゼロとしてもよい。

この場合 には対象建 設工事 とならないため届出は不

要 。また、附 帯 工 事 として行 われるものであれば、登

録も不要。 

設 備 工 事 の 付 帯 工

事 と し て 床 版 に スリ

ーブを抜く工事 

解体 解体 不要 

床版は構造耐 力上 主要な部分 に当たるため、それに

スリーブを抜 く工事 は解 体工事 となるが、附帯 工事と

して行われるものであれば、登録も不要。 

屋根 ふき材の交 換 修繕・模様替等 修繕・模様替等 不要 
屋 根 ふき材 は構 造 耐 力 上 主 要 な部 分 に該 当 しない

ため。 

屋根 ふき材の交 換に

当 たり屋 根 版 が腐 っ

ている等 の理由 によ

り屋 根 版 を交 換 しな

いと屋 根ふき材 の交

換ができない場 合 

解体＋新築 解体 ＋新 築 不要 

屋根版 は構造 耐力 上主要 な部 分に当 たるため、その交

換は 解体工事＋新築工事となる。 

ただし、屋 根 ふき材 の交 換 の附帯工 事 として行 われる

場 合は、登録 は不 要。 

屋根 版の全部交 換 解体＋新築 解体 ＋新 築 必 要 
屋根版は構造耐力上主要な部分に当たるため、その交

換は解体工事＋新築工 事となる。 

(注)対象建設工事となるのは、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定
建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のもの 

(『建設リサイクル法の解説』より) 
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Ⅲ 解体工事業者の登録                 

建設廃棄物の再資源化を推進していくためには、分別解体をはじめとする解

体工事の適正な施工を確保することが重要です。このため、解体工事業者の登

録制度を創設し、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負う解体工事業

者についても都道府県知事の登録を義務付け、全ての解体工事業者に必要とな

る資質・技術力を確保していくことを目的としています。 

１ 登録を必要とする場合 

岡山県内において、建設業の許可を必要としない軽微な工事のみを請け負

う建設業者で解体工事業を営もうとする方、所定の建設業の許可(下記２参

照)を受けていない建設業者で解体業工事業を営もうとする方は、営業を開

始する前に岡山県知事の登録を受けなければなりません。 

２ 登録を必要としない場合 

建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けて

いる建設業者で、解体工事業を営もうとする方は登録の必要はありません。 

 

Ⅳ 登録の有効期間と更新                

１ 登録の有効期間(建設リサイクル法第２１条第２項) 

登録の有効期間は５年間で、引き続き解体工事業を営もうとする場合には

更新の申請を行わなければなりません。 

２ 更新の申請 

更新の申請は、有効期間が満了する日の３か月前から３０日前までに、最

初の登録を受けた時と同じ手続により行わなければなりません。手続を怠れ

ば、期間満了とともに効力を失い、引き続き解体工事業を営むことができな

くなります。 
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Ⅴ 登録のための要件                 

 解体工事業の登録を受けるに当たっては、次の２点を満たす必要があります。 

(１)登録を受けられない要件(登録を拒否される事由)に該当しないこと 

(２)技術管理者を設置していること 

１ 登録を受けられない要件(登録を拒否される事由) 

解体工事業者の登録を受けようとする者が、次のいずれかに該当すると

き、又は登録申請書類等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなか

ったりしたときは、その登録は拒否されます(建設リサイクル法第２４条第

１項)。 

① 建設リサイクル法により登録を取り消され、その処分のあった日から２年

を経過しない者 

② 解体工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前 30

日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から

２年を経過しないもの 

③ 都道府県知事から事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

④ 建設リサイクル法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を

経過しない者 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

い者(以下「暴力団員等」という。) 

⑥ 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法

定代理人が①から⑤又は⑦のいずれかに該当するもの 

⑦ 法人でその役員のうち①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの 

⑧ 工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を選任し

ていないもの 

⑨ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 
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２ 技術管理者の設置 (建設リサイクル法第３１条) 

解体工事業者は、技術管理者(工事現場における解体工事の施工の技術上

の管理をつかさどる者で国土交通大臣が定める基準に適合する者)を選任

し、解体工事を施工するときは、この技術管理者に当該解体工事の施工に従

事する他の者の監督をさせなければなりません。 

【技術管理者の基準(要件)】 

①有資格者  

資格・試験名 種   別 提出書類 

建設業法による技術検定 

1 級建設機械施工管理技士 

合格証明書

2 級建設機械施工管理技士(第 1 種、第 2 種) 

1 級土木施工管理技士 

2 級土木施工管理技士(土木) 

1 級建築施工管理技士 

2 級建築施工管理技士(建築、躯体) 

技術士法による第 2 次試験 技術士(建設部門) 登録証 

建築士法による建築士 
1 級建築士 

免許証 
2 級建築士 

職業能力開発促進法による 

技能検定 

1 級とび・とび工 

合格証書 2 級とび・とび工 

(解体工事実務経験 1 年以上が必要) 

国土交通大臣の登録を受け

た試験 
解体工事施工技士 合格証明書

②上記の資格を有しない場合(解体工事に関する実務経験) 

指定学科卒業の種別 
解体工事の実務経験年数 

通 常 登録講習受講者

大学・高等専門学校(指定学科に限る)卒業 2 年 1 年 

高等学校(指定学科に限る)卒業 4 年 3 年 

上記以外 8 年 7 年 

※ 指定学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園

に関する学科を含む。)建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいい

ます。（卒業証明書を添付） 
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Ⅵ 解体工事業者の登録を受けるための手続      
１ 登録申請書類の準備 

申請書類は正本１部+副本１部(計２部)を提出してください。 

※法人で、様式第４号の本人分の添付忘れが多いので御注意ください。 

【登録申請書と添付書類】 

様式番号 書類の種類 
要 否 

備 考 
記入例

(ﾍﾟｰｼﾞ)法人 個人

第１号 解体工事業登録申請書 ◎ ◎  新規、更新で共通の様式 
１０ 

１１ 

第２号 誓約書 ◎ ◎
 申請者が法人であるときは代表者、 

個人であるときは本人が誓約 
１２ 

 

技術管理者が、解体

工事業に係る登録等

に関する省令に定める

基準に該当することを

証する書面の写し 

〇 〇

 高校、大学等で所定学科を修めたこと 

 所定の資格等を有すること 

 国土交通大臣が指定する講習の受講

又は試験に合格していること 

（詳細は４ページ参照） 

― 

第３号 実務経験証明書 △ △
 技術管理者で実務経験を必要とする

場合のみ添付 
１３ 

第４号 
登録申請者の調書 

(本人分) 
◎ ◎

 法人：法人(本人)について記載 

 個人：事業主本人について記載 

１４ 

１５ 

〃 
登録申請者の調書 

(法人の役員分) 
◎ ―

 法人：役員全員分(相談役、顧問、株

主又は出資者等も含む。) 

 個人事業主は不要 

１６ 

 
商業登記簿謄本(履歴

事項全部証明書) 
◎ ―  個人事業主は不要 ― 

 

住民票の抄本 

(個人番号の入ってい

ないものに限る。) 

◎ ◎

 法人：役員全員(相談役、顧問、株主

又は出資者等は除く。)及び技術管理

者分 

 個人：事業主本人及び技術管理者分 

― 

凡例：◎…必須 〇…原則として必要 △…申請者により必要 
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２ 申請手数料の納入 

登録を受けようとする者は、次の額の手数料を収納専用窓口で支払い、納付

済証を申請書正本に貼って提出してください。 

支払いに当たっては、新規又は更新の区分に対応する岡山県手数料等（POS）

納付連絡票を県ホームページから印刷して収納専用窓口に持参してください。 

収納専用窓口で手数料を支払い後、納付済証を受け取り、申請書正本に貼り

付けた上で、申請書を提出してください。 

ア 新規の登録(解体工事業登録申請手数料)   ３３，０５０円 

 イ 更新の登録(解体工事業更新登録申請手数料) ２７，０３０円 

収納専用窓口の設置場所や岡山県手数料等（POS）納付連絡票の印刷方法

は、岡山県土木部監理課のホームページで確認することができます。 

 https://www.pref.okayama.jp/page/867915.html 

Ⅶ 登録の実施                   
登録申請書が提出されると、それに基づいて所定の書類が整っているか、記載

事項が真正かどうか、建設リサイクル法に定める要件に合致しているかどうか

等について審査することになります。 

これらの審査を経た後、解体工事業者登録簿に所定の事項が記載され、申請者

に対しては登録通知書が送付されることとなります。なお、登録申請書を受け付

けてから登録になるまで概ね２か月程度かかります。あらかじめ御了承くださ

い。 

Ⅷ 解体工事業登録業者一覧の HP 公開        
解体工事業登録業者一覧は、岡山県ホームページ上で公開されています。 

 岡山県 解体工事業登録業者一覧  で検索してください。 

Ⅸ 解体工事業者登録簿の閲覧          

【閲覧時間】 

 平日９時から１２時まで、１３時から１６時３０分まで 

※ただし、木曜日の午後は書庫整理のため閲覧不可 

【閲覧場所】 

 岡山県庁６階 土木部監理課建設業班 
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【閲覧申請書様式】 

 岡山県土木部監理課ホームページからダウンロードできます。 

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-46658.html 

  → 岡山県様式第１号(解体工事業者登録簿の閲覧願) 

Ⅹ 登録を受けた後の注意事項等       

１ 変更の届出(建設リサイクル法第２５条第１項) 

登録を受けた後、下表に掲げる事項に変更が生じた場合には、同表に掲げる

区分に従って必要な書類を添付し、解体工事業登録事項変更届出書(様式第６

号)を変更のあった日から３０日以内に岡山県知事へ提出しなければなりま

せん。 

なお、新規申請等と同様に、申請書類は正本１部+副本１部(計２部)を提出

してください。 

【登録を受けた後の変更の届出事項と提出書類】 

変更事項 添付書類等 

商号、名称又は氏名及び住所 

【法人】 

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 

【個人】 

・住民票の抄本（個人番号の入っていないものに 

 限る。） 

営業所の名称又は所在地 
【法人】 

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)  

役員の氏名 

【法人】 

・ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 

・ 住民票(新たに役員となった者のみ。個人番号の

入っていないものに限る。) 

※ 相談役、顧問、株主又は出資者等は除く 

・ 誓約書(様式第２号) 

・ 当該役員の調書(様式第４号) 
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変更事項 添付書類等 

未成年者である場合の法定代理

人の氏名及び住所 

・ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)（当該法

定代理人が法人の場合のみ） 

・ 住民票(当該法定代理人が法人の場合、役員全

員分。個人番号の入っていないものに限る。) 

・ 誓約書(様式第２号) 

・ 当該法定代理人の調書(様式第４号) 

技術管理者 

【法人・個人】 

・ 当該技術管理者の 

(1) 国家資格者証等の写し 

(2) 実務経験証明書(様式第３号) 

(実務経験を必要とする場合に限る。) 

・ 住民票の抄本 

（個人番号の入っていないものに限る。） 

２ 標識の掲示(建設リサイクル法第３３条) 

解体工事業の登録を受けた者は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公 

衆の見やすい場所に標識(解体工事業者登録票(様式第７号))を掲げなければ

なりません。 

３ 帳簿の備付け等(建設リサイクル法第３４条) 

解体工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、国土交通省令で定められた

事項(①注文者の氏名又は名称及び住所、②施工場所、③着工年月日及び竣工

年月日、④工事請負金額、⑤技術管理者の氏名)を記載しなければなりません。 

この帳簿は、解体工事ごとに作成し、契約書又はその写し(下請負契約を含

む。)を添付しなければなりません。 

なお、これらの帳簿及び書類は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後

５年間は保管しなければなりません。 

 

Ⅺ 解体工事業者の登録を受けた者が建設業法の許可を取得したときの手続   
解体工事業者の登録を受けた者が、新たに建設業法に基づく土木工事業、建築

工事業又は解体工事業の許可を受けた場合には、登録を受けた都道府県知事へ

建設業許可取得通知書(岡山県様式第３号)を提出しなければなりません。 

 なお、提出の際は、建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の原本若し

くは写しを添付してください。 
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Ⅻ 廃業の届出                

Ⅹ－１ による変更等の届出のほか、下表に掲げる事項に該当する場合には同

表の右欄に掲げる者は、３０日以内に岡山県知事へ書面をもってその旨を届け

出なければなりません。(岡山県様式第２号)(建設リサイクル法第２７条) 

 

なお、この届出については、電子申請でも受付を行っています。 

https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=19646 

 

【廃業の届出】 

廃業等の届出事項 届出等をすべき者 

１ 死亡した場合 その相続人 

２ 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者 

３ 法人が破産により解散した場合 その破産管財人 

４ 法人が合併又は破産以外の事由 

により解散した場合 
その清算人 

５ 解体工事業を廃止した場合 
解体工事業者であった個人又は解体工事

業者であった法人の役員 
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